
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
一

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
か
っ
こ
書
等
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
面
積
を
定
め
る
告

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
五
六
一
　

示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

○
都
市
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
一

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
六
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

み
さ
き
薬
局
北
口

甲
府
市
北
口
一
丁
目
一
番
三
号
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
一
Ｆ

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
か
っ
こ
書
等
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
面
積
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
か
っ
こ
書
等
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
面
積
を
定
め
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
か
っ
こ
書
等
の
規
定
に
よ
る
別
段
の
面
積
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十

六
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
の
表
の
二
の
項
中
「
西
八
代
郡
下
部
町
、
南
巨
摩
郡
増
穂
町
、
鰍
沢
町
、
中
富
町
、
身
延
町
及
び

南
部
町
」
を
「
南
巨
摩
郡
増
穂
町
、
鰍
沢
町
及
び
南
部
町
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
項
中
「
南
巨
摩
郡

早
川
町
」
を
「
南
巨
摩
郡
身
延
町
及
び
早
川
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
九
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
道
路

（
三
・
四
・
十
一
号
　
田
富
町
敷
島
線
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

公
　
　
　
告

'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
六
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

八
月
二
十
六
日

第
千
五
百
四
号

木　曜　日



び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
山
梨
県
ス
キ
ー
連
盟

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
秋
山
隆
信

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
三
千
五
百
四
十
五
番
地
の
三
千
七
十
八

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
内
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
及
び
ス
キ
ー
団
体
等
に
対
し
、
ス
キ
ー
技
術
の
向
上

と
ス
キ
ー
振
興
に
関
す
る
事
業
等
を
行
い
、
も
っ
て
県
民
体
力
の
向
上
と
ス
ポ
ー
ツ
精
神
の
啓

蒙
・
普
及
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
五
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
八
月
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
住
ま
い
て
応
援
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
昇

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
三
十
九
番
三
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
住
ま
い
を
建
て
る
人
達
が
満
足
す
る
家
つ
く
り
の
た
め
の
情
報
提
供
及
び
支
援
を

行
い
、
も
っ
て
社
会
全
体
へ
の
貢
献
と
、
住
宅
業
界
全
体
の
発
展
と
健
全
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
八
月
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
や
ま
な
し
お
も
ち
ゃ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
山
下
滋
夫

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
東
八
代
郡
中
道
町
右
左
口
四
百
四
十
七
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
に
対
し
て
、
お
も
ち
ゃ
（
教
材
・
教
具
）
を
介
し
た
学
習
の
場
を

提
供
し
、
一
人
ひ
と
り
に
即
し
た
発
達
を
援
助
す
る
と
と
も
に
、
障
害
児
・
者
に
か
か
わ
る
者
が
、

共
に
学
び
、
共
に
育
ち
合
う
場
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ま
た
、
障
害
児
・
者
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
、
地
域
社
会
の
中
で
豊
か
に
育
ち
、
ま
た
豊

か
に
生
活
で
き
る
よ
う
な
地
域
社
会
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
八
月
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
Ｃ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
　
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
　
Ｏ
Ｆ
　
Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｎ
　
日
本
危
機
管
理

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
新
田
勇
介

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
宝
一
丁
目
十
九
番
六
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

五
六
二



治
安
の
悪
化
や
ト
ラ
ブ
ル
の
複
雑
化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
法
人
は
広
く
一
般
市
民
を

対
象
と
し
て
、
自
己
の
身
体
・
生
命
・
財
産
・
権
利
等
を
守
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
情

報
・
知
識
の
収
集
・
研
究
・
普
及
活
動
、
ま
た
高
齢
者
や
青
少
年
な
ど
の
社
会
的
弱
者
の
権
利
擁

護
・
サ
ポ
ー
ト
活
動
を
通
し
、
一
般
市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
し
、
か
つ
、
個
々
人
ば
か
り
で
な
く

社
会
全
体
の
利
益
増
進
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
街
作
り
・
地
域
社
会
の
実
現
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

五
六
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

五
六
四


